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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】対象物体の寸法を計測するための方法及びシステムを提供する。
【解決手段】計測方法は、物理的な空間を表す対象物体のデータを含む深度データを獲得
し、深度データを点群に変換し、点群から少なくとも１つの平面を抽出し、基底平面を識
別し、基底平面を点群から削除し、残存する点群から少なくとも１つの点クラスタを抽出
し、対象物体の点クラスタを識別し、対象物体の点クラスタに基づいて、対象物体の寸法
を推定すること、を含む。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物体の寸法を計測するための方法であって、
　‐物理的な空間を表す、前記対象物体のデータを含む深度データを獲得し、
　‐前記深度データを点群に変換し、
　‐前記点群から少なくとも１つの平面を抽出し、
　‐基底平面を識別し、
　‐前記基底平面を前記点群から削除し、
　‐残存する前記点群から少なくとも１つの点クラスタを抽出し、
　‐前記対象物体の点クラスタを識別し、
　‐前記対象物体の前記点クラスタに基づいて前記対象物体の体積を推定すること、
を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記基底平面が識別される前に、前記点群から背景を
除去することを更に含む、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記点群の点が、該点群の点の少なくとも１つの寸法
における値が予め決められた閾値よりも大きい場合に背景として規定される、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記基底平面を識別することが、前記点群内の平面を繰り返し識別し、前記識別された
平面を保存し、前記識別された平面を前記点群から一時的に除去することを含み、
　前記基底平面が、全ての平面が識別され保存され前記点群から除去された後に、全ての
保存され識別された平面のうちから識別される、
方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、ＲＡＮＳＡＣアルゴリズムが、前記点群内の平面を識
別するために使用される、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記対象物体の前記点クラスタを識別することが、最
も近い点クラスタを前記対象物体の前記点クラスタとして識別することを含む、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、
　各点クラスタについて重心点が計算され、
　各点クラスタの距離が、対応する前記重心点に基づいて計算される、
方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法であって、前記点クラスタが、点クラスタ間の所定の最小距離及
び／又は所定の最小クラスタサイズを使用して識別される、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、
　ｘ、ｙ、及びｚ方向を有する座標系が使用され、
　前記ｘ、ｙ、及びｚ方向の各々が、他の両方向に対して垂直であり、
　前記対象物体の前記点クラスタが、前記基底平面がｚ＝０平面と平行になるように回転
される、
方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、前記対象物体の高さが、前記対象物体の前記点クラス
タが回転された後に計算される、方法。
【請求項１１】
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　請求項１に記載の方法であって、最小包含平坦幾何学形状が、前記対象物体の前記点ク
ラスタについて計算される、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、前記対象物体の前記点クラスタが、前記最小包含平
坦幾何学形状が計算される前に、前記基底平面又はｚ＝０平面へと投影される、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法であって、前記深度データが、ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置
を使用して獲得される、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、前記深度データが、前記ハンドヘルド式３Ｄビジョ
ン装置から携帯用処理装置に転送される、方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法であって、前記対象物体がパレット貨物である、方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法であって、
　バーコードが識別され評価され、
　バーコードが、前記対象物体についての情報を含有する、
方法。
【請求項１７】
　対象物体の寸法を計測するためのシステムであって、
　‐物理的な空間を表す、前記対象物体のデータを含む深度データを獲得するための３Ｄ
ビジョン装置と、
　‐前記深度データを処理するための処理装置であって、
　　‐前記深度データを点群に変換し、
　　‐前記点群から少なくとも１つの平面を抽出し、
　　‐基底平面を識別し、
　　‐前記基底平面を前記点群から削除し、
　　‐残存する前記点群から少なくとも１つの点クラスタを抽出し、
　　‐前記対象物体の点クラスタを識別し、
　　‐前記対象物体の前記点クラスタに基づいて前記対象物体の寸法を推定する
　　ように構成される処理装置と、
を含むシステム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記３Ｄビジョン装置が、ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置であり、
　前記３Ｄビジョン装置及び前記処理装置が、単一のハウジングを共有する、
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象物体の寸法を計測するための方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の工業的応用において、対象物体の空間寸法の計測が必要である。１つの例示的な
応用として、パレット上に装荷された物品の寸法を計測することがある。このようなパレ
ット貨物を計測するために、例えば固定式スキャナを使用することができる。その後、計
測されたパレット貨物の寸法を利用して、例えば装荷された物品の比重に基づいて、パレ
ットの重量を得ることができる。更にいえば、このことはパレットが満載である場合に確
立することができる。
【０００３】
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　現今、使用されるスキャナは、立方体状の物体の認識に限定されるのであり、これらの
スキャナの位置が静止していることに起因して、しばしば柔軟に使用することができない
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、柔軟に使用することのできる及び異なる形状を有する物体の計測を可能にする
、物体の寸法を計測するための方法及びシステムを提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明では、対象物体の寸法の計測を可能にする方法及びシステムが提供される。
【０００６】
　請求項１によれば、本発明の方法は、
　‐物理的な空間を表す、前記対象物体のデータを含む深度データを獲得し、
　‐前記深度データを点群に変換し、
　‐前記点群から少なくとも１つの平面を抽出し、
　‐基底平面を識別し、
　‐前記基底平面を前記点群から削除し、
　‐残存する前記点群から少なくとも１つの点クラスタを抽出し、
　‐前記対象物体の点クラスタを識別し、
　‐前記対象物体の前記点クラスタに基づいて前記対象物体の寸法を推定こと、
　を含む。
【０００７】
　初めに、前記対象物体のデータを含む深度データが獲得される。前記深度データは、３
Ｄビジョン装置、例えば３Ｄカメラシステム、ステレオカメラ、飛行時間型カメラ、又は
レーザスキャナを使用して獲得することができる。３Ｄビジョン装置は例えば三角測量に
依拠する。前記３Ｄビジョン装置は、前記対象物体を含有する景色を走査することができ
る。特に、ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置が使用される。
【０００８】
　有利なことに、前記深度データを獲得するためにカメラと構造化照明装置とを含む３Ｄ
カメラシステムが使用される。前記構造化照明装置は、前記３Ｄカメラシステムの前記カ
メラから離れたところに配置することができる。前記深度データはビデオシーケンスにお
いて獲得することができるのであり、時間が例えば数秒である前記ビデオシーケンスの情
報を組み合わせることができる。
【０００９】
　その後、前記深度データが点群に変換される。前記点群の点は共にまとめることができ
る。前記点群の前記点は、異なる時間で（例えば、前記ビデオシーケンスの、異なる時間
で）又は異なるビュー方向下に獲得されたものであるかもしれないが、まとめることで接
続される。
【００１０】
　特に、前記点群は、前記深度データを該深度データについての空間情報と共に使用して
、作り出すことができる。前記点群は、前記対象物体及び三次元空間内の更なる物体を表
すことができる。前記点群は、前記対象物体ではない更なる物体の点をも含むことができ
る。前記点群内の各点は、ｘ方向における値、ｙ方向における値、及びｚ方向における値
を含むことができる。前記ｘ、ｙ、及びｚ方向は各々、他の両方向に対して垂直とするこ
とができる。別法として、前記点群の前記点は極座標の形態の空間座標を有することがで
きる。
【００１１】
　前記点群から少なくとも１つの平面が抽出される。つまり、前記点群から平坦面が識別
され、この平坦面が前記点群の平面として規定される。好ましくは、前記点群から全ての
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平面が抽出される。換言すれば、識別することのできる全ての平面が前記点群から抽出さ
れる。
【００１２】
　前記少なくとも１つの平面から又は前記抽出された複数の平面から、基底平面が識別さ
れる。平面が１つしか抽出されない場合、この１平面が前記基底平面として識別される。
前記基底平面は前記点群の前記点を表すのであり、前記点群の前記点は前記走査された景
色の地面又は床面から始まる。前記基底平面は、例えばその空間的配向に起因して及び／
又はそのサイズに起因して、識別された全ての平面のうちから識別することができる。前
記点群内の点の数を低減するために、前記基底平面は識別後に前記点群から除去される。
前記基底平面を前記点群から除去すると、前記点群内では前記基底平面を表す全ての点が
削除される。従って、前記深度データ内に含まれる物体のみが前記点群内に留まり、これ
によってより容易な前記対象物体の識別が促進され、演算努力及びメモリ使用量は少なく
て済む。
【００１３】
　前記基底平面が削除されれば、前記点群内の異なる物体はもはや接続しなくてよい。こ
れらの非接続物体は、異なる物体に分離することができる。これによって、前記対象物体
と他の物体との間の第１の区別を達成することができる。結果として、前記対象物体の識
別が簡素化されるのであり、この識別を演算に関する効率的な仕方で実施することができ
る。
【００１４】
　前記点群の残存する前記点内で、少なくとも１つの点クラスタが抽出される。点クラス
タは複数の点の集合体とすることができ、前記点は前記点クラスタの最も近い更なる点ま
での所定の最大空間距離を含む。前記点群内には複数の点クラスタが存在し得るのであり
、これらの点クラスタを抽出又は識別することができる。好ましくは、全ての点クラスタ
（即ち、識別することのできる全ての点クラスタ）が抽出される。
【００１５】
　前記対象物体の前記点クラスタを識別するために、前記対象物体の前記点クラスタを、
例えば前記３Ｄカメラシステムに最も近い前記点クラスタとして例示的に識別することが
できる。このことは、前記３Ｄビジョン装置を使用する者が前記３Ｄビジョン装置を前記
対象物体に向けるであろうという仮定に依拠する。別法として、最も多い点を有する前記
点クラスタを前記対象物体の前記点クラスタとして識別することができる。点クラスタが
１つしか抽出されない場合、この１つの点クラスタが前記対象物体の前記点クラスタとし
て識別される。
【００１６】
　前記対象物体の前記点クラスタが識別された際には、前記対象物体の前記点クラスタに
基づいて前記対象物体の寸法を推定することができる。
【００１７】
　前記対象物体の寸法から、例えば前記対象物体の体積及び／又は重量を計算することが
できる。例として、前記点クラスタの外面を計算することができ、前記外面の内側の体積
として前記対象物体の体積が推定される。前記点クラスタが、前記対象物体の閉鎖された
外面を含まない（例えば、前記３Ｄビジョン装置にとって前記対象物体の裏側を見ること
ができない）場合、前記外面を外挿又は推定して閉鎖された外面を達成することができる
。
【００１８】
　実施形態によれば、前記方法は更に前記基底平面が識別される前に前記点群から背景を
除去することを含む。前記点群の背景点が除去されるため、前記点群内の点の数を低減す
ることができ、このことが残存する前記点のより迅速かつ効率的な処理につながる。また
このことにより、前記基底平面をより容易に識別することができる。例として、前記背景
を前記３Ｄビジョン装置からの距離が所定の閾値よりも長い全ての点として規定すること
ができる。
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【００１９】
　更なる実施形態によれば、前記点群の点の少なくとも１つの寸法における値が予め決め
られた閾値よりも大きい場合、前記点群の点が背景として規定される。特に、前記ｘ方向
、前記ｙ方向、及び／又は前記ｚ方向の閾値を確立することができる。前記点群の点は、
これらの閾値の少なくとも１つを超える値を有する場合、背景として分類される。
【００２０】
　より具体的にするならば、ｘ、ｙ、及びｚ方向における座標が使用される場合、以下の
条件のうちの１つ以上が満たされると、点を背景として規定することができる：
　Ｘ＞ＭＩＮ（Ｘ）＋Ｔ、
　Ｙ＞ＭＩＮ（Ｙ）＋Ｔ、及び／又は
　Ｚ＞ＭＩＮ（Ｚ）＋Ｔ、
　ここに、Ｔは設定可能なパラメータであり、Ｘ、Ｙ、Ｚはそれぞれｘ、ｙ、ｚ方向にお
ける前記点群の点の値であり、ＭＩＮ（Ｘ）／ＭＩＮ（Ｙ）／ＭＩＮ（Ｚ）はそれぞれ前
記ｘ／ｙ／ｚ方向における前記点群の任意の点の最小値である。前記最小値（ＭＩＮ（Ｘ
）、ＭＩＮ（Ｙ）、ＭＩＮ（Ｚ））は、各方向について異なっていてもよい。
【００２１】
　前記ｘ、ｙ、ｚ座標系の原点は前記３Ｄビジョン装置とすることができる。有利なこと
に、このことにより本発明の前記方法をより容易に実行することができる。というのも、
‐ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置を使用する際には特に‐前記方法の開始前に前記座標
系を規定することができるからである。従って、前記方法の実行中に前記座標系を変更す
る必要がない。
【００２２】
　更なる実施形態において、前記基底平面を識別することは前記点群内の平面を繰り返し
識別し、前記識別された平面を保存し、前記識別された平面を前記点群から一時的に除去
することを含む。全ての平面が識別され保存され前記点群から除去された後、最終的に保
存され識別された全ての平面のうちから前記基底平面を識別することができる。換言すれ
ば、識別されたそれぞれの平面は、前記点群の全ての平面が識別されるまで前記点群から
一時的にのみ除去される。つまり、前記識別された平面を前記点群から除去することによ
り前記点群内の更なる平面の簡素化された、従ってより効率的な識別が可能になる。前記
識別された平面を前記点群から除去することにより、１平面が複数回識別されることを防
止することもできる。
【００２３】
　更にいえば、ますます多くの平面が識別され、保存され、前記点群から除去されるため
、前記点群内の残存する前記点の数が減少する。このことは、前記点群内の連続平面を識
別する際のより迅速な処理をいよいよ可能にする。
【００２４】
　前記識別された平面は、法線ベクトルの形態で又はａｘ＋ｂｙ＋ｃｚ＋ｄ＝０という前
記形態で保存することができる。ここに、ａ、ｂ、ｃ、及びｄは係数であり、ｘ、ｙ、ｚ
は前記ｘ、ｙ、及びｚ方向における変数である。例えば、前記基底平面は前記ｚ方向と略
平行な法線ベクトルを有する平面として識別することができる。
【００２５】
　普通、点群内で４、５個の平面を検出することが予想される。それ故に、前記点群内の
平面を識別し、前記識別された平面を保存し、前記識別された平面を前記点群から除去す
るステップは４、５回実施する必要がある。前記識別された平面を保存する前記ステップ
及び前記識別された平面を前記点群から除去するステップは、残存する前記点群内に平面
が見つからないときにはもはや繰り返されない。
【００２６】
　更なる実施形態によれば、前記点群内の平面を識別するためにＲＡＮＳＡＣアルゴリズ
ムが使用される。ＲＡＮＳＡＣ（ランダムサンプルコンセンサス）アルゴリズムとは、一
組の観察データのパラメータを推定するための反復法である。ＲＡＮＳＡＣアルゴリズム
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は、前記計測データ（即ち前記深度データ）が、異常値、即ち他の点から遠い前記点群の
点を含む場合に特に有益である。これは普通、前記深度データ及び前記点群の事例である
。
【００２７】
　更なる実施形態において、前記対象物体の前記点クラスタを識別することは、最も近い
点クラスタを前記対象物体の前記点クラスタとして識別することを含む。これによって、
前記最も近い点クラスタが前記対象物体である可能性が最も高いと仮定される。というの
も、‐例えばハンドヘルド式３Ｄビジョン装置を使用する際に‐前記３Ｄビジョン装置は
前記対象物体に向けられるであろうからである。ｘ、ｙ、及びｚ方向における座標が使用
される場合、前記最も近い点クラスタは、前記点クラスタの１つの点がｘ２＋ｙ２＋ｚ２

の最小値を有するようなものとして識別することができる。
【００２８】
　更なる実施形態において、各点クラスタについて重心点が計算され、各点クラスタの（
例えば前記３Ｄビジョン装置までの）距離が、対応する前記重心点に基づいて計算される
。前記重心点は、前記点クラスタの幾何学中心又は前記点クラスタの重力中心を表すこと
ができる。
【００２９】
　更なる実施形態において、前記点クラスタは点クラスタ間の所定の最小距離及び／又は
所定の最小クラスタサイズを使用して識別される。前記所定の最小距離及び／又は前記所
定の最小クラスタサイズは、設定可能なパラメータとすることができる。
【００３０】
　点クラスタは前記点群の点集合体とすることができるのであり、前記点クラスタの各点
は前記点クラスタの別の点までの最大距離を有し、この最大距離は前記点クラスタ間の所
定の最小距離を下回る。つまり、異なる点クラスタの２つの点は、少なくとも前記点クラ
スタ間の所定の最小距離以上の距離を有するであろう。
【００３１】
　更に、点クラスタは所定の最小数の点、即ち所定の最小クラスタサイズを有することが
できる。
【００３２】
　点集合体が前記最小数の点に到達しない場合、前記点集合体は、好ましくは点クラスタ
として識別されない。前記方法の更なるステップでは、このような前記点集合体の点を無
視することができる。
【００３３】
　更なる実施形態において、ｘ、ｙ、及びｚ方向を有する座標系が使用される。前記ｘ、
ｙ、及びｚ方向の各々は、好ましくは他の両方向に対して垂直であり、前記基底平面がｚ
＝０平面と平行になるように前記対象物体の前記点クラスタが回転される。具体的には前
記回転を、回転マトリックスを使用して実施することができる。前記回転マトリックスを
用いた回転は、前記基底平面が前記ｚ＝０平面と平行になるように前記基底平面を回転さ
せるであろう（前記回転マトリックスを使用して回転された場合）。前記対象物体の前記
点クラスタが回転されると前記基底平面は既に削除することができるため、前記対象物体
の前記点クラスタのみを回転させることができる。
【００３４】
　前記ｚ＝０平面内では、全ての点がゼロのｚ値を有する。前記ｚ＝０平面は、前記３Ｄ
ビジョン装置から見ると水平に整列する平面とすることができる。前記回転は前記回転マ
トリックスを使用して計算することができ、回転マトリックスは、前記基底平面の前記ｚ
＝０平面に対する前記位置及び配向に基づいて計算することができる。前記点クラスタの
このような回転は、前記対象物体の寸法をより容易に計算することを促進する。
【００３５】
　更なる実施形態において、前記対象物体の前記点クラスタが回転された後に前記対象物
体の高さが計算される。前記対象物体の高さは、前記ｚ方向における前記対象物体の前記
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点クラスタの２つの点の最大距離として容易に計算することができる。
【００３６】
　更なる実施形態において、前記対象物体の前記点クラスタについて最小包含平坦幾何学
形状が計算される。前記平坦幾何学形状は、三角形、四角形、円形、多角形等とすること
ができる。好ましくは、前記対象物体の前記点クラスタの前記点の境界ボックスとするこ
とのできる四角形が使用される。前記幾何学形状の寸法に基づいて、前記対象物体の寸法
及び／又は体積を計算又は推定することができる。異なる幾何学形状を使用することは、
異なる形態を備えた対象物体の寸法を計算することができるという利点をもつ。特に、非
立方体状又は不規則形状をも処理することができる。
【００３７】
　前記幾何学形状の前記サイズは、ｘ及びｙ方向において前記幾何学形状が各境界線内に
前記対象物体の前記点クラスタの少なくとも１つの点を含み、大多数の点が前記境界線の
内側に位置するようなものとして計算することができる。別法として又は追加として、前
記幾何学形状の各境界線の外側では、前記対象物体の前記点クラスタの少なくとも１つの
点が存在することができる。上記の条件の一方又は両方がやはり満たされるまで、前記幾
何学形状のサイズは増加させることができる。
【００３８】
　例として、前記対象物体の寸法及び／又は体積は、四角形の幅及び長さ、ならびに前記
物体高さに基づいて計算することができる。好ましくは、前記四角形は前記対象物体の前
記点クラスタの回転後に計算される。更に好ましくは、前記四角形は前記基底平面又は前
記ｚ＝０平面と平行であるものとして計算される。
【００３９】
　更なる実施形態によれば、前記最小包含平坦幾何学形状が計算される前に前記対象物体
の前記点クラスタが前記基底平面又は前記ｚ＝０平面へと投影される。前記幾何学形状の
全ての計算を三次元空間でなく二次元空間において実施することができるため、前記基底
平面又は前記ｚ＝０平面への前記投影により、前記幾何学形状をより容易かつより迅速に
計算することができる。更にいえば、同じやり方で持ち上げられた対象物体（例えばフォ
ークリフト上のパレット貨物）の寸法をも計算することができる。有利なことに、前記ｚ
＝０平面への投影は、前記対象物体の前記点クラスタの前記点の前記値をゼロのｚ値にセ
ットすることにより実施される。
【００４０】
　好ましくは、前記使用される幾何学形状は所定の数の幾何学形状から選択することがで
きるのであり、実際に使用される前記形状は、この形状が前記基底平面への前記投影を超
えることなしに最大数の点を包含するように選択される。前記幾何学形状は、この幾何学
形状が前記対象物体の前記基底平面への投影を最小限の距離で包含しているように選択す
ることができる。
【００４１】
　更なる実施形態において、ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置を使用して前記深度データ
が獲得される。前記ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置は、３Ｄカメラシステム、特に、構
造化光照明、レーザスキャナ、飛行時間型カメラ（ＴＯＦカメラ）、又はステレオカメラ
を有する３Ｄカメラシステムとすることができる。ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置の前
記使用により、異なる対象物体を柔軟に計測することができる。というのも、前記３Ｄビ
ジョン装置は容易に移動する又は持ち歩くことができるからである。
【００４２】
　更なる実施形態において、前記深度データが前記ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置から
携帯用処理装置に転送される。前記処理装置において、前記深度データの前記処理及び前
記対象物体の寸法の推定を実行することができる。結果として、前記３Ｄビジョン装置は
より少ない部品を有し、より小さいハウジングを含むことができるのであり、従って使用
がより容易になる。前記ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置と前記処理装置との間の転送は
、例えば無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）を使用して無線にすることができ又
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はケーブル接続を使用することができる。前記ケーブル接続を使用して、前記ハンドヘル
ド式３Ｄビジョン装置に電気エネルギーを供給することができる。別法として、前記処理
装置は固定式とすることができる。
【００４３】
　前記処理装置は、インターネットを介して前記ハンドヘルド式３Ｄビジョン装置に接続
することのできるホストサーバーとすることができる。別法として、前記処理装置は前記
処理装置とホストサーバーとの通信用に使用することのできるインターネット接続を含む
ことができる。前記ホストサーバーは、前記発明的な方法の前記計算ステップを部分的に
又は完全に実行することができる。
【００４４】
　更なる実施形態において、前記対象物体はパレット貨物である。従って、本発明の前記
方法を使用してパレットが満載になったかどうかを確認することができる。また本発明の
前記方法は、通例の小包、即ちパレット上に位置しているのではない品物に対して使用す
ることができる。
【００４５】
　更なる実施形態において、好ましくは前記対象物体についての情報を含有するバーコー
ド又は他の機械読取可能な情報が識別され評価される。前記バーコード又は前記機械読取
可能な情報は、前記対象物体の表面に貼り付けることができるのであり、例えば前記対象
物体（即ち前記パレット貨物）の前記サイズについての情報を含有することができる。こ
の情報を使用して、パレット貨物が完成しているかどうかを評定することができる。前記
バーコード又は前記機械読取可能な情報は、機械読取可能な任意のデータ表示とすること
ができる。前記バーコード又は前記機械読取可能な情報を使用して、前記対象物体の前記
点クラスタ及び／又は前記対象物体自体を識別することができる。この目的で前記バーコ
ード又は前記機械読取可能な情報の空間位置を決定し、この空間位置を前記抽出された点
クラスタの前記空間位置と関連付けることができる。このことは、前記対象物体の前記点
クラスタのより容易な識別を促進することができる。
【００４６】
　前記バーコードは前記３Ｄカメラシステムを使用して識別することができるのであり、
前記評価（即ち前記バーコードの前記情報の読取り）は前記処理装置により実施すること
ができる。
【００４７】
　更なる実施形態において、前記対象物体を示す画像を捕捉することができる。前記画像
は、前記３Ｄカメラシステムの前記カメラを用いて捕捉することができ、例えば前記画像
の異なる領域の明度又は濃淡値の差を使用することにより、前記異なる点クラスタの識別
を補助することができる。
【００４８】
　本発明は更に対象物体の寸法を計測するためのシステムを含み、前記システムは、
　‐物理的な空間を表す、前記対象物体のデータを含む深度データを獲得するための３Ｄ
ビジョン装置と、
　‐前記深度データを処理するための処理装置であって、
　　‐前記深度データを点群に変換し、
　　‐前記点群から少なくとも１つの平面を抽出し、
　　‐基底平面を識別し、
　　‐前記基底平面を前記点群から削除し、
　　‐残存する前記点群から少なくとも１つの点クラスタを抽出し、
　　‐前記対象物体の点クラスタを識別し、
　　‐前記対象物体の前記点クラスタに基づいて前記対象物体の寸法を推定する
　　ように構成される処理装置と
を含む。
【００４９】
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　前記発明的な方法に関する記載は、必要な変更を施せば前記発明的なシステムに応用可
能である。利点及び記載した好適な実施形態を考慮すれば、このことは特に当てはまる。
【００５０】
　前記発明的なシステムの実施形態において、前記処理装置は処理ユニット内に配置する
ことができる。前記処理ユニットが前記３Ｄビジョン装置とは別々であってもよい。別法
として、前記３Ｄビジョン装置及び前記処理装置は、単一のハウジングを共有することが
できる。
【００５１】
　前記３Ｄビジョン装置は、例えば３Ｄカメラシステム、ステレオカメラ、飛行時間型カ
メラ、又はレーザスキャナとすることができるのであり、３Ｄビジョン装置は例えば三角
測量に依拠する。特にハンドヘルド式３Ｄビジョン装置が使用される。
【００５２】
　前記深度データを獲得するために、有利なことに前記３Ｄカメラシステムはカメラと構
造化照明装置とを含む。前記構造化照明装置は、前記３Ｄカメラシステムのカメラから離
れたところに配置することができる。
【００５３】
　以下の記載及び添付の図面から、本発明の様々な特徴及び利点がより明らかになるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】対象物体の寸法を計測する方法の流れ図の例。
【図２】対象物体の寸法を計測するためのシステムの実施形態の例。
【図３Ａ】図２に示すようなシステムにより獲得される深度データから計算される点群の
例。
【図３Ｂ】図３Ａの、基底平面が除去された点群。
【図３Ｃ】図３Ｂの、重心点が計算された点群。
【図３Ｄ】図３Ｃから切り離されるものとしての対象物体の点クラスタ。
【図３Ｅ】図３Ｄの対象物体の点クラスタの、ｚ＝０平面への投影。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　本発明の幾つかの図及び態様を通して同様の数字が対応の部品を示す図を参照すると、
図１は、対象物体の寸法を計測するための方法の流れ図を示す。
【００５６】
　ステップ１００において、３Ｄカメラシステムは対象物体を含む景色の三次元ビデオ走
査を実施し、これによって対象物体を含む深度データが提供される。
【００５７】
　ステップ１１０において、深度データは纏まった点群に変換される。
【００５８】
　ステップ１２０は、点群からの点の除去を表す。除去された点は背景に対応する。つま
り、ステップ１２０は背景フィルタリングを表す。
【００５９】
　ステップ１３０において、多数平面分割が行われる。換言すれば点群から少なくとも１
つの平面が抽出される。普通、点群から４、５個の平面を抽出することができる。抽出さ
れた平面は点群から一時的に除去され、抽出された平面のうちから基底平面が識別される
。
【００６０】
　ステップ１４０において、点群の検出された全ての平面から基底平面が削除される。
【００６１】
　ステップ１５０において、残存する点群から点クラスタが抽出される。点クラスタのう
ちから、対象物体の点クラスタが識別される。その後、対象物体の点クラスタは点群から
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分離される。
【００６２】
　ステップ１６０において、対象物体の点クラスタは、対象物体の点クラスタの、基底平
面と平行である平面がｚ＝０平面と平行になるように回転される。更に、対象物体の高さ
が計算される。
【００６３】
　ステップ１７０において、対象物体の点クラスタがｚ＝０平面へと投影される。投影さ
れた点から包含四角形が計算され、対象物体の寸法が推定される。
【００６４】
　次に図２を見ると、図２は対象物体の寸法を計測するためのシステムの例示的な機構を
示す。このシステムは、構造化照明装置（図示せず）の反射光１４を受けるカメラ１０を
含む。構造化照明装置の構造化照明が、パレット１８上に置かれる対象物体１６へと投影
される。パレット１８に隣接して更なる物体２０が存在する。更なる物体２０も構造化照
明により照射され、カメラ１０により走査される。更なる物体２０はパレット１８上に配
置することもできよう。
【００６５】
　カメラ１０は反射光から、対象物体１６及び更なる物体２０からの深度データを含む深
度データを導き出す。深度データは無線で処理ユニット２２に送信される。
【００６６】
　処理ユニット２２は深度データを、纏まった点群２４に変形する。図３Ａに、このよう
な深度データに対応する例示的な点群２４を示す。
【００６７】
　点群２４内で、幾つかの平面が識別される。図３Ａの例では、第１平面２６ａ、第２平
面２６ｂ、第３平面２６ｃ、第４平面２６ｄ、及び第５平面２６ｅが識別される。第１平
面２６ａが基底床面に属するのに対して、第２平面２６ｂは対象物体１６の側面に対応す
る。第３平面２６ｃは、対象物体１６の上面、ならびに更なる物体２０の上面にわたる。
同様に、第４平面２６ｄは対象物体１６の前面及び更なる物体２０の前面にわたる。第５
平面２６ｅは、対象物体１６にも更なる物体２０にも属さない。
【００６８】
　その後、平面２６ａが点群全体を通して広がりｚ方向において法線ベクトルを有すると
いう発見に基づいて、処理ユニット２２は平面２６ａを基底平面として識別する。図３Ａ
に、ｘ、ｙ、及びｚ方向における座標系を示す。
【００６９】
　その後、処理ユニット２２は点群２４から基底平面２６ａを除去する。図３Ｂに残存す
る点群２４を示す。残存する点群２４では、点クラスタ２８が識別される。点クラスタ２
８は、点クラスタ２８間の所定の最小距離及び／又は所定の最小クラスタサイズを使用し
て識別される。
【００７０】
　図３Ｂ及び図３Ｃに示すように、第１点クラスタ２８ａ、第２点クラスタ２８ｂ、及び
第３点クラスタ２８ｃが識別される。各点クラスタについて、重心点３０が計算される（
図３Ｃ）。重心点３０のカメラ１０までの距離が示される。点クラスタ２８ａはカメラ１
０に最も近く、従って対象物体の点クラスタ２８ａとして規定される。
【００７１】
　その後図３Ｄに示すように、対象物体の点クラスタ２８ａが分離される。対象物体の点
クラスタ２８ａの高さが計算される。
【００７２】
　その後図３Ｅに示すように、対象物体の点クラスタ２８ａがｚ＝０平面（即ち全ての点
がゼロのｚ値を有する平面）へと投影される。点クラスタ２８ａの投影された点を使用し
て、多数の幾何学形状から四角形３２が選択され、四角形は投影された点クラスタ２８ａ
を超えることなく、投影された点クラスタ２８ａの最大数の点を包含するように計算され
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る。四角形３２のサイズ及び基底平面２６ａにわたる点クラスタ２８ａの高さに基づいて
、対象物体１６の寸法、即ち体積が計算される。
【００７３】
　対象物体１６の寸法を計測した結果は、処理ユニット２２の画面上に示すことができる
。
【００７４】
　ここに明確に説明した具体的な実施に関連して本開示を記載したが、ここに開示した明
細書を考慮すれば、当業者にとってその他の態様及び実施が明らかとなるであろう。従っ
て、本開示は任意の単一の態様に限定されるべきでなく、添付の請求項に応じた広さ及び
範囲において解釈されるべきである。例えば、ここに記載した様々な処置を、ハードウェ
ア、ソフトウェアを用いて又は両方を組み合わせて実施することができる。
【符号の説明】
【００７５】
１０　カメラ
１４　反射光
１６　対象物体
１８　パレット
２０　更なる物体
２２　処理ユニット
２４　点群
２６ａ－２６ｅ　平面
２８ａ－２８ｃ　点クラスタ
３０　重心点
３２　四角形
１００　３Ｄ深度データを獲得するステップ
１１０　深度データを点群に変換する
１２０　背景フィルタリング
１３０　多数平面分割
１４０　基底床面削除
１５０　クラスタ抽出
１６０　回転
１７０　包含四角形の計算
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